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 亀山市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３０日 

                        亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市条例第５号 

  

亀山市職員給与条例の一部を改正する条例 

  

亀山市職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分 

 を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加 

 える。 

改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］ 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

（１） ［略］ （１） ［略］ 

（２） 前項第２号に掲げる職員 

支給単位期間につき、６万６，

４００円を超えない範囲内で自動

車等の使用距離の区分に応じて規

（２） 前項第２号に掲げる職員 

次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に

定める額（定年前再任用短時間勤
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則で定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間

当たりの通勤回数を考慮して規則

で定める職員にあっては、その額

から、その額に規則で定める割合

を乗じて得た額を減じた額） 

務職員のうち、支給単位期間当た

りの通勤回数を考慮して規則で定 

める職員にあっては、その額から、 

その額に規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額） 

［号の細分を削る。］ ア 自動車等の使用距離（以下こ

の号において「使用距離」とい

う。）が片道４キロメートル未

満である職員 ２，１００円 

［号の細分を削る。］ イ 使用距離が片道４キロメート

ル以上７キロメートル未満であ

る職員 ４，２００円 

［号の細分を削る。］ ウ 使用距離が片道７キロメート

ル以上１０キロメートル未満で

ある職員 ５，２００円 

［号の細分を削る。］ エ 使用距離が片道１０キロメー

トル以上１５キロメートル未満

である職員 ７，１００円 

［号の細分を削る。］ オ 使用距離が片道１５キロメー

トル以上２０キロメートル未満

である職員 １０，０００円 

［号の細分を削る。］ カ 使用距離が片道２０キロメー

トル以上２５キロメートル未満

である職員 １２，９００円 

［号の細分を削る。］ キ 使用距離が片道２５キロメー

トル以上３０キロメートル未満

である職員 １５，８００円 

［号の細分を削る。］ ク 使用距離が片道３０キロメー
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トル以上３５キロメートル未満

である職員 １８，７００円 

［号の細分を削る。］ ケ 使用距離が片道３５キロメー

トル以上４０キロメートル未満

である職員 ２１，６００円 

［号の細分を削る。］ コ 使用距離が片道４０キロメー

トル以上４５キロメートル未満

である職員 ２４，４００円 

［号の細分を削る。］ サ 使用距離が片道４５キロメー

トル以上５０キロメートル未満

である職員 ２６，２００円 

［号の細分を削る。］ シ 使用距離が片道５０キロメー

トル以上５５キロメートル未満

である職員 ２８，０００円 

［号の細分を削る。］ ス 使用距離が片道５５キロメー

トル以上６０キロメートル未満

である職員 ２９，８００円 

［号の細分を削る。］ セ 使用距離が片道６０キロメー

トル以上である職員 ３１，

６００円 

（３） ［略］ （３） ［略］ 

３ 通勤手当は、支給単位期間（規則

で定める通勤手当にあっては、規則

で定める期間）に係る最初の月（当

該月に通勤手当を支給することが困

難な場合として規則で定める場合に

あっては、その翌月）の規則で定め

る日に支給する。 

３ 通勤手当は、支給単位期間（規則

で定める通勤手当にあっては、規則

で定める期間）に係る最初の月の規

則で定める日に支給する。 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 
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（宿日直手当） （宿日直手当） 

第４１条 宿日直勤務を命ぜられた職

員には、その勤務１日につき４，

７００円（規則で定めるその他の特

殊な業務を主として行う宿日直勤務

にあっては、７，７００円）を超え

ない範囲内において市長の定める額

を宿日直手当として支給する。 

第４１条 宿日直勤務を命ぜられた職

員には、その勤務１日につき４，

４００円（規則で定めるその他の特

殊な業務を主として行う宿日直勤務

にあっては、７，２００円）を超え

ない範囲内において市長の定める額

を宿日直手当として支給する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


